
令和6年度 空き店舗解消リフォーム事業補助金
本市の空き家、空き店舗等の遊休ストックの利活用の促進を図るため、市内の事業者等が新規開業・事業承継に向けて
店舗改装等を行う場合に、その初期費用の一部を補助します。

山形県鶴岡市

助成型（※2）

事業継承 / その他

中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、市内に事業所を有し小売業、飲食
業、サービス業を営む者であること 等

2024年5月31日～2025年2月28日

50万円/件、補助率はリフォームに関する経費（補助対象経費）の1/2以内

補助対象事業：補助対象者が市内の空き家及び空き店舗を活用し、新規開業に向けた店舗
改装を行う事業、及び事業承継に伴う承継店舗の改装を行う事業

鶴岡市商工観光部 商工課
電話：0235-35-1299

https://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/shokoshien/syouko0120190823.html
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